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1. 問題意識と事実認識

• 都市圏レベルで政策評価に賛成

• 事例選択適切

• 事実認識に同意

• 結論ほぼ同感だが、やや規制緩和に肯
定的(2001年以前の規制効果に否定的)
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2. 実際の競争と潜在的競争の関係

・ご質問

最低限の潜
在的競争機能
のため、実際
の競争は

過剰?

適度?

過小?
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3. 新線、増便は利用者便益につ

ながるか否かの確認
既存の鹿児島市営バス3系統 ＋鹿児島交通22系統等
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新線・増便の経済効果の一例; 東
京都江戸川区のシャトルセブン

• 2007年4月 運行開始

• 運行区間: 環七TDS(浦
安市)～小岩駅(江戸川
区)・亀有駅(葛飾区) (T
～亀22km、最速60分)

• 既存バス路線4本程度
つなぎ,TDL延長のイ
メージ

• 急行運転

• 当初片道36回(現在50
回)

• 運行に際し,周辺の公

共交通で再編成・減便
なし



(C)Mr. Kazushige TERADA, Institute for Transport Policy Studies, 2009 66
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シャトルセブンに関する便益推定
の方法

・2007年7月の2日間全利用者調査のうちOD住所,転換前後利用交通機関
が判明するもの147(平日87, 休日60)(平日24%, 休日18%)を使用し,全員
が他の公共交通からの転換と仮定(実際は1/4)

・歩行速度: 4km/h

・乗換: 一律6分

・時間価値: 48.2円/分(東京都勤労者平均時給)

・年間運行費1億5000万円

・1人当り平均収入185円(年間収入1億1100万円)
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利用者当り総トリップ時間の変化
(寺田一薫・菊地俊彦集計)

平日 休日

転換前 転換後 転換前 転換後

アクセス 4.3分 4.8分 3.9分 5.4分
乗車時間 26.5分 26.5分 25.4分 26.3分
乗換回数 1.06 0.13 1.12 0.03
イグレス 4.4分 3.6分 3.8分 2.4分
総トリップ
時間

41.6分 35.7分 39.8分 34.3分

支払運賃 295円 191円 287円 196円
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シャトルセブンの便益帰着構成表(ゼロ待時
間のケース) (年間・万円)

利用者 シャトル
運行者

他の公
共交通

江戸川
区と国

計

時間短
縮

16609 16609

運賃 5978 11100 ‐17623

+546

0

運行費 ‐15000 ‐15000

補助金 3900 ‐3900 0

計 22587 0 ‐17078 ‐3900 1609

10
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4.  最小限の競争機能のための政

策修正
(1) 制度的参入障壁の除去・・・最低車両数、バス停規制

(2) 参入、事業計画認可、退出処理期間一層短縮 (英国6週→8
週)

(3) 廃止協議のスリム化

(4) 運賃規制簡略化または撤廃

(5) 国・県の運行補助要件は形式より機能重視に

(6) 都市部の法定協議・・・コリドール別に

(7) 地方都市・農山村・・・品質考慮した入札制

(8) 二地点間直行高速バス、季節運行バス、ツアーバス、定期
観光→シャトル等の新区分(EU型)
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5. 重要と思われる将来的課題

(1) (解決といわれる)事業区域

住み分け調整・・・独禁政策
上許容?

(2) 海外大手はパッチワーク型
事業区域(英国の3グループは
各1万台)

→この形態で適度な競争と

規模の経済両立が理想

英国リーズのファーストと
アリバ


